
      平成１７年７月１５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

遠隔電源制御装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本装置は、アナログ通信回線を利用してネットワーク管理センターから、ＡＤＳ

Ｌ加入者の使用するモデム・サーバー等の電源を遠隔操作でＯＮ・ＯＦＦ制御する

ための装置である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 アウトレットコンセント及び電話回線入出力端子を有し、電磁リレー及び制御

回路を内蔵している。 

 定格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、２Ａ 

 

○主な使用者、販売先 

製造事業者は通信事業者（電話回線事業者）に販売。 

販売先の事業者は、事務所又は店舗（ホットスポット）等に設置する。 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 特定電気用品中、配線器具の「その他の差込み接続器」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本装置は、接続器に電話回線によるＯＮ・ＯＦＦ制御機能を附属させるものであ

ることから、「その他の差込み接続器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


